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旧柏倉家住宅　ひな飾り展示中です旧柏倉家住宅　ひな飾り展示中です
「女性の健やかな成長を願う飾り付け」として旧柏倉家住宅に伝
わる古今雛飾りとべっ甲等の髪飾りを展示しています。さらに、
東北芸術工科大学の学生による旧柏倉家住宅の古写真整理作業の
成果についてのパネル展も行っています。ぜひご覧ください。

３月１５日以降の展示日：３月１９日（土）・２０日（日）・２１日（月・祝）
　　　　　　　　　　　午前１０時～午後４時（最終入場 午後３時３０分）



１．持ち帰りも含めた端末の積極的活用
２．デジタル教科書・デジタル教材等の活用
３．教員のＩＣＴ活用指導力の向上（研修会の実施）
４．情報モラル教育等の充実
５．オンライン学習の実施

学びへの活用の推進

時代にあわせて変化する学習環境
１人１台の学習用タブレットの活用開始！！

特 

集

　今年度より、中山町小中学校の児童生徒全員に、１人１台の学習用タブレット端末を貸し
出しています。これは国が推進する「ＧＩＧＡスクール構想」の一環です。

端末の活用により授業がどのように変わるのか

協働学習

　画面の共有などにより、各自の考
えを一斉に共有し、多様な意見にも
即時に触れられるようになる。話す
のが苦手な子でも、文字ですぐに自
分の考えを伝えることができる。

一斉学習
　先生が一方的に話す講義形式から、
子どもたち一人ひとりの反応を踏まえ
た、双方向の一斉授業が可能になる。

個別学習
　全員で同じ問題を解く必要がなく、
一人ひとりの教育ニーズや学習状況
に応じた個別学習が可能になる。

「ＧＩＧＡスクール構想」実現のために

１．児童生徒の端末整備（１人１台端末の実現）
２．校内通信ネットワークの整備（校内ＬＡＮの整備、電源キャビネット等の整備）
３．ＧＩＧＡスクールサポーターの配置（授業支援）
４．緊急時における家庭でのオンライン学習環境の整備
　（貸出用モバイルルータの整備、遠隔学習のためのカメラ、マイク等の整備）
５．電子黒板等の配備

環境整備

「ＧＩＧＡスクール構想」とは

これまでの
教育実践の蓄積 × ＝ＩＣＴ

学習活動の一層の充実
主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善
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特集：時代にあわせて変化する学習環境

効果的な学習方法を模索 ～中山中学校～
今年度の学校の取り組み状況

　各教科において、いろいろな学習場面での効果的な活用を模索し続けています。
　まず、「調べ学習」の活動に多用されています。従来は副読本（資料集）や図書室の本などで調べて
いた内容が、インターネットの利用で、保有している資料では調べきれなかった内容まで、より広く深
く調べられるようになりました。また、設備の更新により検索の範囲も速度も格段に向上しています。
　次に、作品や学習成果の発表、意見交換などをするのに重宝しています。自分の作品や意見を仲間全
員に手軽に発信できる環境を得た生徒たちは、従来は発言が控え目だった生徒も含め、意欲と自信を持っ
て発表できて、交流が広がりました。
　保健体育の授業では、仲間の運動を動画で撮影し合い、即座に自分の動きをチェックすることで完成
度を高めたり、互いの意見
を交換したりするのに役
立っています。
　そのほか、教科書や問題
集に載っている「二次元
コード」を使い出版社のサ
イトに接続し、より詳しい
図版や動画、音声などにア
クセスすることで、個別の
要求に応じたより深い学習
につながっています。

　今年度は各校での積極的な活用に主眼を置き、子どもたちや先生方が日常的に使用する学習用具とし
て定着することを目的として活用しています。その中で、さまざまな教科や単元での活用が進み、協働
的に学ぶ場面の設定や個別の学習課題に応じたドリルの活用など、１人１台端末を活用した学習の個別
最適化が進んでいます。各学校の具体的な活用例は、以下をご覧ください。
　子どもたちを取り巻く教育環境は、社会の変化に伴い、大きく変化しています。小学校では令和２年
度より、中学校では令和３年度より新学習指導要領が実施され、学習内容の理解だけでなく、「どのよ
うに学ぶかを重視した授業づくり」が進んでいます。
　町では、新学習指導要領改訂に先がけて令和元年度より「自分の言葉で表現豊かに語れる子供の育成
～探究型学習をとおして～」という共通テーマのもと、教わる学習から自ら学ぶ学習への授業改善を推
進しています。

　今後、子どもたちが主体となる授業づくりのために、それぞれに適した課題や個々の考えを表現する
場の設定など、個別最適化した学びの場の提供が必要となります。教科書のデジタル化やオンラインに
よる全国学力学習状況調査の実施など、全国的に学習ツールとしての定着が進んでいく中、より深い学
びとなるように、子どもたちの情報活用能力を育んでいきます。
　また、端末の適切な活用法を推進する必要性や健康への影響など、対応すべき問題も明らかになって
きています。保護者のご理解やご協力のもと子どもたち自身がより良い使い方を考える活動などを通し
て、さらなる端末の有効利用を検討していきます。

中山町における１人１台タブレット活用で推進していくこと…

情報共有や意見交換も簡単に
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特集：時代にあわせて変化する学習環境

日常の学習にタブレットが浸透 ～長崎小学校～

情報モラルを学び 適切な活用を ～豊田小学校～

　長崎小学校では、タブレットのよさを活かし
て日常的に活用しています。
　５年生の外国語科の学習では、アメリカから
届いた英語のメッセージをきっかけに、「日本
の文化を紹介する動画」を作りました。実際に
着物を着たり寿司を握ったりしながら、英語で
説明した様子をタブレットで撮影・編集しまし
た。その動画を見た感想がアメリカから届いた
とき、子どもたちの学びが本物と結びつき大き
な感動につながりました。
　新型コロナウイルス感染症対策のため、始業
式は体育館に集まらず、各教室でオンラインで
行っています。その中で、４年生や６年生は、
新学期の目標発表に、プレゼンテーションアプ
リを活用しています。伝えたい内容を端的にま
とめ自分の思いを伝える姿を見た在校生は、タ
ブレットのよさを感じ取り、自分もやってみた
いとあこがれを抱いているようです。

　タブレット等を使用するにあたって、豊田小学校では、初めに講師を招いて全児童を対象にした情報
モラル教室を実施し、ネット依存の怖さや、タブレットを上手に使うことの大切さを学びました。
　また、一人ひとりにタブレットが整備されたことで、日常的に使用することが可能となり、わからな
いことはインターネットを使ってすぐに調べられるようになりました。こうして調べた内容を、アプリ
を使って発表したり、お互いの考えを共有したりしています。各教室をオンラインでつなぎ、生活目標
について話し合う全校会議も定期的に行うようになりました。さらに、学習のまとめとしてタブレット
ドリルに取り組んだり、電子書籍を読んだりと、自らの学びを意欲的に進め、多様に活用する力が身に
付いてきています。

プレゼンテーションアプリを活用

パソコンを使用したプレゼンテーション

タブレットを活用した動画作成

電子黒板を利用して大画面で
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石子沢川の浚
しゅん

渫
せつ

が始まりました

安全・安心なまちづくりに向けて

　令和２年７月豪雨により、町内で１００軒を超える住家の浸水被害
や山間部での土砂崩れなどが発生しました。このことを受け、町で
は災害から町民の命と財産を守り、安全・安心なまちづくり実現に
向け、石子沢川流域の災害対応として、独自に「田んぼダム」の推
進や、「遊水地」の検討を進めています。それに加え、令和３年６
月１５日、町では総合的な治水対策の底上げに向け、国土交通省東北
地方整備局へ、最上川や石子沢川流域での治水対策などを中心とし
た「令和４年度中山町重要事業要望書」を提出
しました。
　この治水対策の一つとして、２月上旬、石子
沢川内の国が管理する区間の一部で、河川の流
下能力を増加させるための浚渫が始まりまし
た。工事は３月中旬頃に完了する見込みとなっ
ています。
※�浚渫とは河川や湖沼の底に溜まった土砂などを

取り除き、通水面積を確保することで、流れる
水の量を増やす工事です。

溜まった土砂の掘り起こし

　３月１日、町と明治安田生命保険相互会社山形支社（勝部一成支
社長）が「健康増進に関する連携協定」締結式を行いました。
　この協定は、町と明治安田生命保険相互会社が相互連携と協働に
よる活動を推進し、地域のニーズに迅速かつ適切に対応し、町民の
健康増進や町民サービスの向上を図るものです。
　締結後、町長は「主に健康づくりに関わるイベントなど、さまざ
まな事業について、協力して取り組んでいきたい」と話しました。

　３月１日、町と一般社団法人山形県建築士会山形支部（石山徳昭支部長）が「災害時における被災建
築物応急危険度判定業務に関する協定」を締結しました。
　この協定は、町内において大規模な地震が発生し、その後の余震等による建築物倒壊、部材の落下等
から生じる二次災害を防止するために行う応急危険度判定（被災した建築物の被害を調査し危険の程度
の判定、表示等を行うこと）に関し、民間判定士の派遣などの実施を図るものです。

山形県建築士会山形支部と
「災害時における被災建築物応急危険度判定業務に関する協定」を締結

明治安田生命保険相互会社と
「健康増進に関する連携協定」を締結

議長、勝部一成支社長、町長

土砂撤去予定の範囲（赤部分）

防災センター防災センター

天性寺天性寺

ツルハツルハ
ドラッグドラッグ
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中山駐在所
　奥山　雄大　警部補

エアコン５台を整備

　さくらんぼテレビ主催の、県民の生命・身体・財産の保護、交通安
全、公共の秩序の維持などにおいて功績のあった警察官を表彰する「令
和３年度山形県民の警察官」に、中山駐在所の奥山雄大警部補が選ばれ
ました。奥山警部補は、地域・警備・留置・交通と、幅広い知識を有し
ており、自身が実演しながら指導するなど、指導力とリーダーシップに
優れている点と、小さな事件や住民の声に耳を傾け、住民に寄り添う姿
勢が評価されました。
　今回の表彰について、奥山警部補は「県民の警察官に選ばれたのは中山町の皆さんのおかげです。町
民の皆さんの子どもの見守りや、地区の犯罪・交通安全に対する意識の高さは素晴らしいと思います。
中山町にいたからこそいただけた表彰だと思います」と喜びを語りました。

中山駐在所　奥山雄大警部補が
「山形県民の警察官」に選ばれました

　去年から複数空き巣の被害が発生して
います。県内だけでなく県外から訪れた
人による犯行も増えています。

　詐欺被害を防ぐためにも、留守番電話
への切り替えをお願いします。

＜玄関の施錠を忘れないでください！＞ ＜留守番電話の設定をお願いします！＞
！ 中山駐在所からのお願い

宝くじの助成金で快適なコミュニティ活動を
文新田生活改善センター整備完了
　自治総合センターが行う宝くじの社会貢献広
報事業の１つであるコミュニティ助成事業は、
コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整
備、安全な地域づくりや地域文化の支援等に対
して助成を行い、地域のコミュニティ活動の充
実を図る事業です。今回、この助成金を財源の
一部として文新田生活改善センターにエアコン
設備が整備されました。
　これまで、この施設の空調設備は暖房のみ
で、エアコン設備がなく暑さ対策が脆弱である
ことから、夏季の施設利用が制約されていまし
た。また、自主防災の面でも、大勢の地区民の
避難先としての利活用に不安がありましたが、
今回の整備によりこれらの問題点を解決しまし
た。
　今後、より活発なコミュニティ活動と、災害
対策時の拠点として活用されていく予定です。
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県内某所で見つけた
令和元年の草木塔

佐東昌治酬恩碑

私たち地域おこし協力隊です！ No.44

●協力隊への問い合わせ先●　伊藤 ☎６６２－２１１４（産業振興課）／ 稲垣 ☎６６２－２2３５（教育課）

いいななががきき

第１７6話 本町域の私塾・寺子屋⑤第１７6話 本町域の私塾・寺子屋⑤

佐
東
家
彦
右
衛
門
塾

　
佐
東
家
は
、
東
根
よ
り
土
橋
村

に
移
住
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

や
が
て
百
姓
と
な
り
、
宝
暦
１１
年

（
１
７
６
１
年
）
に
は
す
で
に
土

橋
村
の
名
主
と
し
て
数
々
の
功
績

を
あ
げ
、
中
で
も
８
代
昌
綱
、
９

代
直
治
、
１０
代
昌
春
ら
歴
代
当
主

は
、
郷
土
の
子
弟
の
教
育
に
熱
心

で
し
た
。
そ
の
中
で
最
も
頭
角
を

現
し
た
の
は
１１
代
昌
治
で
す
。

　
天
保
９
年
（
１
８
３
８
年
）
４

月
に
生
ま
れ
、
嘉
永
４
年
（
１
８

５
１
年
）
に
米
沢
藩
士
有
江
静
山

の
塾
に
入
門
し
、
漢
学
や
書
法
を

学
び
始
め
ま
す
。
し
か
し
、
安
政

３
年
（
１
８
５
６
年
）、
父
の
急

病
で
帰
郷
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
後
、
父
の
死
を
看
取
っ
て
佐

東
家
を
相
続
、
や
が
て
土
橋
村
の

名
主
と
な
り
ま
し
た
。

　
昌
治
は
漢
学
、
書
法
に
優
れ
た

だ
け
で
な
く
、
俳
諧
に
親
し
み
号

を
素
白
と
称
し
、
長
崎
の
弥
右
衛

門
岩
月
、
谷
地
の
槙
緑
峰
、
漆
山

の
半
沢
二に

丘き
ゅ
うな

ど
と
親
交
を
深
め
、

土
橋
の
月
山
神
社
の
俳
額
に
名
を

連
ね
て
い
る
ほ
ど
の
俳
人
で
も
あ

り
ま
し
た
。

　
の
ち
に
、
父
の
遺
志
を
継
ぎ
、

村
内
の
子
弟
の
教
育
に
情
熱
を
注

い
だ
昌
治
の
功
績
や
人
柄
を
偲
ぶ

酬
恩
碑
が
、
土
橋
村
の
南
口
（
姥

様
の
石
像
近
く
）
に
建
立
さ
れ
ま

し
た
。

　
こ
の
酬
恩
碑
の
碑
文
に
は
、「
昌

治
は
人
か
ら
の
頼
み
は
お
と
な
し

く
引
き
受
け
、
周
り
の
意
図
を
汲

み
取
れ
る
人
柄
だ
っ
た
こ
と
。
役

場
が
岡
村
に
移
っ
て
か
ら
は
田
作

り
を
仕
事
と
し
、
時
間
が
あ
る
時

は
、
句
を
読
み
、
囲
碁
や
将
棋
を

嗜た
し
なん

だ
こ
と
」
な
ど
の
刻
字
が
あ

り
ま
す
（
本
文
割
愛
）。

※
引
用　
中
山
町
史　
中
巻

　
　
　
　
第
１０
章
第
２
節　
教
育

　こんにちは、地域おこし協力隊の稲垣です。去年と変わらず雪の多い柏倉家の除雪作業
は猫の手も借りたいほどでした。猫と言えば、私が着任する前の話ですが、九左衛門家の
カッテの天井裏には子猫が住み着いていたそうです。今はもういませんが、こうした茅葺
屋根の農家の屋根裏に住み着いて子育てをする野良猫を棚

たな

木
ぎ

猫
ねこ

と、また、火を消した直後
のまだ温かいカマドに入っている飼い猫を竃

かまど

猫
ねこ

と言います。
　猫をはじめ、九左衛門家にはたくさんの動物が飼育されていたそうで
す。犬や猫などのペットをはじめ、ニワトリや豚、さらに毛を刈り取る
ための羊やアンゴラウサギも飼われていたそうです。特に羊は近代になっ
てから羊毛を得るため農家に飼育が奨励され、東日本の多くの地域で飼
われました。以前、記録を見た岩手県の古民家では、馬がいなくなって
から馬小屋で羊を飼っていました。惣右衛門家でも昔馬がいた時期があっ
たそうですが、今はその名残はありません。
　こうした牛馬や蚕

かいこ

など生活に深く関わる動物の中には死後にお墓を建
てて弔うこともありました。山形県は古い時期の草木塔がたくさん残さ
れている地域です。なぜわざわざ動植物を供養するのか。草木が芽吹く
春目前、供養塔を作った人々に思いを巡らしてみると、いっそう温かな
日々が訪れるかもしれません。

7 4.3.154.3.15
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「風を切ってビュンビュン進むぞー」

滑り出す前はドキドキです

月 水 金 完全予約制

子どもたちも大はしゃぎ
今年もジャンボ雪滑り台が
中山公園に登場
　１月２７日から２月２７日にかけて、中山公園山形
県野球場（荘内銀行・日新製薬スタジアム）の駐
車場に「ジャンボ雪滑り台」が登場しました。こ
の滑り台は、県から管理を委託されている青山建
設株式会社の中山公園事業部の皆さんが、「冬の
中山公園を楽しんでもらおう」と企画・製作した
もので、連日、町内外から多くの親子連れが訪れ
ました。
　巨大な滑り台を見て目を輝かせた子どもたち
は、大きなタイヤチューブに乗って勢いよく飛び
出すと、くるくると回りながら楽しそうに滑って
いました。

　株式会社佐野塗工店（佐野智正代表取締役）から、「新
型コロナウイルス感染症対策のためご活用ください」　
と、マスク６箱・消毒液４個が寄附されました。いただい
たマスクと消毒液は、町の新型コロナウイルス感染症予防
対策として大切に活用させていただきます。

寄附ありがとうございます

　４月１日より町内停留所が１か所追加さ
れ、あおば（しぶや歯科医院前）からスマイ
ルグリーン号にご乗車いただけるようになり
ます。山形市内でも停留所が新設され、ヨー
クベニマル山形嶋店へも行けるようになりま
した。中山町から山形市への通院やお買い物
などに、ぜひご利用ください。
　ご利用いただくには、利用会員登録が必要
です。登録および利用方法等については、総
合政策課まちづくり推進Ｇ（☎６６２-4271）に
お問い合わせください。

スマイルグリーン号の停留所を
あおば地区に新設します

4.3.154.3.15 8
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お知らせ版お知らせ版

お
知
ら
せ
版

Ｎ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ　
Ｔ
Ｏ
Ｗ
Ｎ　
Ｉ
Ｎ
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ

※本文中の「Ｇ」は「グループ」を省略したものです。

№１３9７

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
福
祉
子
育
て
支
援
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
６
７
３

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
へ
の

登
載
に
つ
い
て

　
町
で
は
災
害
発
生
時
に
お
け
る
配
慮
を
要

す
る
方
【
要
配
慮
者
（
※
１
）】
の
う
ち
、

自
ら
避
難
す
る
こ
と
が
困
難
で
支
援
を
要
す

る
方
（
避
難
行
動
要
支
援
者
）
を
把
握
す
る

た
め
に
、
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
を
作
成

し
て
い
ま
す
。
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
に

登
載
さ
れ
る
の
は
次
の
方
々
で
す
。

　
①

‌
�

７５
歳
以
上
の
み
の
世
帯
に
属
す
る
方

　
②‌�

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２
級
所
持
者

（
心
臓
の
み
、
じ
ん
臓
機
能
障
害
の
み

で
該
当
す
る
方
を
除
く
）

　
③
療
育
手
帳
Ａ
所
持
者

　
④‌�

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
所
持

者

　
⑤
要
介
護
認
定
３
以
上
の
方

　
⑥‌�

①
～
⑤
以
外
の
避
難
支
援
を
希
望
す
る

し
く
は
困
難
な
人

〇‌�

身
の
危
険
を
察
知
で
き
て
も
救
助
者
に
伝

え
ら
れ
な
い
、
も
し
く
は
困
難
な
人

〇‌�

危
険
を
知
ら
せ
る
情
報
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
な
い
、
も
し
く
は
困
難
な
人

〇‌�

災
害
時
（
避
難
準
備
情
報
発
表
か
ら
平
常

の
生
活
が
回
復
す
る
ま
で
の
間
）
被
災
地

で
生
活
す
る
際
に
何
ら
か
の
配
慮
が
必
要

な
人

（
※
２
）
自
治
会
、
自
主
防
災
組
織
、
民
生

委
員
、
消
防
団
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
山
形

警
察
署
、
山
形
市
消
防
本
部
、
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
課
生
涯
学
習
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
２
３
５

社
会
教
育
関
係
団
体
届
の

�

提
出
に
つ
い
て

　
中
央
公
民
館
を
利
用
す
る
社
会
教
育
関
係

団
体
で
、
使
用
料
の
減
免
を
受
け
た
い
場
合

に
は
次
の
と
お
り「
社
会
教
育
関
係
団
体
届
」

要
配
慮
者
等

　
上
記
⑥
の
、
避
難
支
援
が
必
要
で
あ
る
た

め
、
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
へ
の
登
載
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
健
康
福
祉
課
福
祉
子
育

て
支
援
Ｇ
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
な
お
、

昨
年
ま
で
に
ご
連
絡
い
た
だ
い
て
い
る
方
は
、

す
で
に
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
に
登
載
済

み
で
す
の
で
、
再
度
の
連
絡
は
不
要
で
す
。

　
ま
た
、
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
登
載
者

の
う
ち
、
本
人
の
同
意
の
あ
る
方
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
避
難
支
援
等
関
係
者
（
※
２
）
に

町
が
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
を
提
供
し
、

迅
速
な
避
難
支
援
に
役
立
て
ま
す
。

　
名
簿
情
報
提
供
の
同
意
の
確
認
に
つ
き
ま

し
て
も
、
登
載
希
望
申
込
み
の
際
に
ご
案
内

し
ま
す
。

（
※
１
）
高
齢
者
、
身
体
障
が
い
者
、
知
的

障
が
い
者
、
精
神
障
が
い
者
、
発
達
障
が
い

者
、
妊
産
婦
、
乳
幼
児
・
児
童
、
日
本
語
に

不
慣
れ
な
外
国
人
等
で
次
の
よ
う
な
ハ
ン

デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
持
っ
て
い
る
方
な
ど

〇‌�

自
分
の
身
の
危
険
を
察
知
で
き
な
い
、
も

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
今
年
度
提
出
さ
れ

た
団
体
も
含
め
、
再
度
提
出
を
お
願
い
し
ま

す
。

●‌�

受
付
期
間　
３
月
１５
日（
火
）～
３１
日（
木
）

�

午
前
９
時
～
午
後
１０
時

※‌�

代
表
者
や
会
員
が
４
月
以
降
に
決
定
す
る

場
合
は
、
決
定
後
、
速
や
か
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

●‌�

提
出
場
所　
中
央
公
民
館
窓
口
（
届
出
用

紙
を
準
備
し
て
い
ま
す
）

●‌�

対
象
団
体　
町
内
に
住
所
が
あ
り
、
社
会

教
育
に
関
す
る
事
業
を
目
的
と
す
る
団
体
、

サ
ー
ク
ル
、
愛
好
会
な
ど

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
税
務
課
住
民
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
１
１
３

狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
を

�

中
止
し
ま
す

　
令
和
４
年
度
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
を
踏

ま
え
、
開
催
を
中
止
し
ま
す
。

　
犬
の
登
録
を
し
て
い
る
方
に
は
、
３
月
中

に
接
種
案
内
ハ
ガ
キ
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、

ハ
ガ
キ
を
持
参
の
上
、
動
物
病
院
で
接
種
し

て
く
だ
さ
い
。
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　乗車券類の売り上げの一部は、手数料として町に還元され、駅業務や施設管理費の一部に充てら
れます。新幹線特急券は自由席、指定席どちらも購入できますので出張・旅行の際にはぜひご利用
ください。また、次の割引切符についても販売しています。
◆学校学生生徒旅客運賃割引（学割）
◆身体障害者割引
◆ＪＲ東日本ジパング倶楽部割引
※種類により利用制限のある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

※お問い合わせ先　羽前長崎駅　☎６６２－２２２１

羽前長崎駅でお求めくださいＪＲ切符や定期券は

新型コロナワクチン接種（３回目）会場・日程について新型コロナワクチン接種（３回目）会場・日程について

※上記日程は全て祝日を除きます（２月28日時点の情報です。ワクチンの供給状況等により変更する場合があります）。
【使用ワクチン】‌ �国のワクチン配分計画により、ファイザー社製のワクチンと、武田／モデルナ社製のワクチンを使用

しています。

●送迎バスの運行について
‌�　保健福祉センターにおける集団接種会場発着の送迎バスを運行します。希望される方は、接種券をお手元にご用意の
上、中山町予約受付コールセンター（☎０１２０－５６７－３３９）にお申し込みください。
・運 行 日　３月２６日（土）午後　・送迎バス停留所　最寄りの町営バス停留所までの送迎を行います。
・申込期限　３月２２日（火）　　　・送迎時刻　ご希望のあった停留所を集約し、後日、送迎時刻をご案内します。

会　　場 日　　程 ワクチン 受付時間

集
団
接
種

保健福祉センター

３月１７日（木）
３月１９日（土）
３月２６日（土）
４月１６日（土）
４月２３日（土）

モデルナ 午後１時～３時１５分

個
別
接
種

秋葉医院

月・火 ファイザー 午後３時３０分～４時３０分木・金 モデルナ
３月２０日（日）
３月２７日（日）
４月１０日（日）

モデルナ 午前９時～１１時３０分

中山診療所 月・火・水・木・金 ファイザー 午前９時／午前９時４５分

服部内科胃腸科医院 月・火・水・金 ファイザー

＜３月＞
午後２時／午後２時３０分／
午後３時３０分
＜４月＞
午前８時

たかはし元気クリニック 月・火・水・木・金 ファイザー 午前１０時／午後３時

【接種会場・日程（令和４年３月１５日～４月）】

※お問い合わせ先　健康福祉課健康づくりＧ　☎６６２－２８３６

　対象となる方に個別の調査票を送付しています。令和４年２月２２日以降に転入された方は
健康福祉課健康づくりＧ（☎６６２－２８３６）にご連絡ください。

小児（５～１１歳）の新型コロナワクチン接種について

11 4.3.154.3.15



お知らせ版お知らせ版

道路工事のお知らせ（ご協力のお願い）
　一般国道４５８号の道路工事を山形県村山総合支庁で施工中ですが、町道を横断するボックス
カルバートを敷設するため、町道岡長崎線の一部を車両通行止めにします。規制期間中は何かと
ご迷惑をおかけしますが、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

●規制内容　�車両通行止め
　　　　　　※歩行者は通行できます。
　　　　　　�※�車両は町道なかやま西部工業

団地東西線を迂回してください。
●規制期間　�３月２８日（月）～４月２７日（水）の

終日
●発注者　　�山形県村山総合支庁
　　　　　　建設部道路課
●受注者　　渋谷建設株式会社

※お問い合わせ先　
　山形県村山総合支庁　建設部道路課
　☎６２１－８２４５

車両迂回路車両迂回路

規制箇所規制箇所

国民健康保険の手続きをお忘れなく！

国民健康保険に加入するとき
　退職等によってご加入の医療保険をやめたとき（任意継続社会保険に加入した場合や、切れ目なく
ご家族の社会保険の被扶養者になった場合を除く）
＜届出に必要なもの＞
　●社会保険等の資格喪失連絡票（退職した事業所で発行）
　※６０歳未満の方は、あわせて国民年金の加入手続きを行いますので、年金手帳もお持ちください。

国民健康保険をやめるとき
　就職やご家族の被扶養者になるなどして社会保険等に加入したとき
＜届出に必要なもの＞
　●新たに発行された医療保険証（全員分）　●国保の保険証（全員分）
　※‌�お勤め先等がこの手続きを行うことはありません。ただし、国保加入者が７５歳になり、後期高齢
者医療制度に加入した場合は国保をやめる届出は必要ありません。

㊫保険証の手続き
　大学などへの進学により、国保加入者である家族と住所地を別にする方は、「㊫保険証」を交付しま
すので、届出を行ってください。また、現在㊫保険証をお持ちの方も更新または非該当の届出が必要です。
　⑴新たに学生として町外に住所を移転する場合（㊫該当届）
　⑵進級等により引き続き在学中の場合（㊫該当届＜更新＞）
　⑶卒業した場合（㊫非該当届）
＜届出に必要なもの＞
　●‌�令和４年４月１日以降の在学が確認できる書類（在学証明書（原本）または令和４年４月１日以
降の在学証明を兼ねている学生証の写し等）

　●‌�国保の保険証
　※対象者の現住所および在学する学校の名称・所在地を控えてきてください。

　国民健康保険（国保）の加入や、やめる届出は、異動のあった日から「１４日以内」にお願いします。
　また、届出には世帯主と本人両方のマイナンバー（個人番号）の記入が必要です。マイナンバーカード
またはマイナンバー通知カードと、窓口に来られる方の本人確認書類（運転免許証など）をお持ちください。

※届出・お問い合わせ先　住民税務課住民Ｇ（役場１階③番窓口）　☎６６２－２２５２
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　ごみの野焼きは、ダイオキシン類等の有害物質を発生させ、甚大な健康被害を招く危険性がある
ほか、悪臭・煙害・火災などで地域住民の方々に迷惑をかけることもあります。不適正な焼却行為
は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、下記の例外を除いて、原則禁止されています。
違反すると５年以下の懲役、１，０００万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せられます。
　次の方法による場合は、例外として扱われます。ただし、例外に該当する場合でも、生活環境に
悪影響を及ぼす場合は、焼却を中止していただきます。
①農業、林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
②日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
③風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
④国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

　心身に障がいを持つ方の積極的な社会参加と生活圏拡大を図るため、福祉給油券または福祉タク
シー利用券を交付します。

福祉給油券 福祉タクシー利用券

対象

下記の１～３の要件に該当する方。交付はいずれか一方になります。
なお、「寝たきり老人等移送サービス」を利用している方は対象外です。
１．町内に住所があり、実際に居住している方
２‌�．下記のいずれかを所持している方（②に該当する方は、福祉タクシー利用券のみ申請で
きます）

　①身体障害者手帳所持者
　　　視覚障がい：１～４級　　　　　聴覚障がい：１～３級
　　　上　　　肢：１～４級　　　　　下　　　肢：１～５級
　　　体　　　幹：１～５級　　　　　内部障がい：１～４級
　②療育手帳所持者でＡランクの方
　③精神障害者保健福祉手帳所持者で１・２・３級の方
３‌�．福祉給油券については、対象者本人が運転可能で、自動車検査証の「所有者」「使用者」
がいずれも本人名義の車をお持ちの方（ただし、割賦購入のため法人名義になっている場
合は、本人が所有しているものとみなします）

申請日時
・場所

・３月３０日（水）午前９時～正午　役場１０１・１０２会議室
・３月３１日（木）午前９時～午後５時１５分　保健福祉センター
※‌�この日程で来庁できない方は、４月１日（金）以降、保健福祉センターで随時受け付けます。
ただし、交付枚数は申請月により異なります。

持ち物 印かん・運転免許証・車検証・身体障害者手
帳または精神障害者保健福祉手帳

印かん・上記の手帳

ごみの野焼きは禁止されています！

※お問い合わせ先　住民税務課住民Ｇ　☎６６２－２１１３

※お問い合わせ先　健康福祉課福祉子育て支援Ｇ　☎６６２－２６７３

　やむを得ず、野焼き禁止の例外として焼却を行う場合は以下のことを厳守してください。
①近所の理解を得て、煙の量やにおいが近所迷惑にならない程度の少量にとどめてください。
②風向き、風の強さ、夜間など時間帯を考慮してください。
③火災に十分に注意して、消火するまでその場を離れないでください。
④‌�焼却が認められる場合でも、「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書」
の提出が必要です。※山形市西消防署天神町出張所へ届出をしてください。
　悪臭・煙害・火災のおそれなど迷惑となるごみの野焼きを発見した際は、住民税務課住民Ｇ（生
活環境担当）までご連絡いただければ、状況を確認した上で指導等を行います。

令和４年度分 心身障がい者自動車福祉給油券・福祉タクシー利用券を交付します
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お知らせ版お知らせ版

消費生活の窓口から消費生活の窓口から 管理会社と関連があるかのように思わせる手口に気をつけて！
～引っ越し直後の訪問販売トラブルにご注意を！！～

【アドバイス】
◆‌�突然訪問を受け、「管理会社から紹介された」「周りはみんな契約している」などと勧誘されても、

その場ですぐに契約せず、管理会社に確認しましょう。
◆‌�訪問販売で契約した場合、クーリング・オフ（無条件での契約解除）ができます。工事が行われ

たとしても、クーリング・オフをした場合は、無償で元どおりに戻すよう求めることができます。
◆‌�来月（２０２２年４月）から『１８歳で大人』となります。大人になると一人で契約できる反面、原則

として一方的にやめることはできません。契約は慎重にしましょう。
◆‌�不安に思ったとき、トラブルにあったときは、消費生活相談窓口か消費者ホットライン１

い
８
や

８
や

（局
番なし）に相談しましょう。
※‌�詳しくは国民生活センターホームページ「新生活が狙われる？引越直後の訪問販売トラブル－管
理会社と関連があるかのように思わせる手口に気をつけて！－」をご覧ください。

※ご相談・お問い合わせ先　中山町消費生活相談窓口（住民税務課住民Ｇ内）　☎６６２－２５９３

　「引っ越し直後に訪問してきた業者から、管理会社と関連があるかのような説明を受け契約した
がウソだった」などといった引っ越し直後の消費者を狙った訪問販売に関するトラブルが全国的に
寄せられています。新生活が始まることの多い３月、４月は特に注意しましょう。
　〈事例〉�新築マンションに引っ越した当日、管理会社からの紹介だという業者が訪問。「管理会社

の説明会に参加していない人に案内している」という業者の言葉を信じて水回りの防カ
ビ工事等の契約をした。現金約６万円を支払い、その翌日に工事等が行われた。後日、
気になって管理会社に聞いたところ、説明会も事業者の紹介もしていないと言われた。
だまされたので解約したい。クーリング・オフできるのか。（２０歳代　女性）

※
予
約
受
付
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
社
会
福
祉
協
議
会（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

�

☎
６
６
２
‐
４
３
６
１

心
配
ご
と
法
律
相
談
所
を

�

開
設
し
ま
す

　
あ
な
た
の
悩
み
、
心
配
ご
と
に
柿
崎
弁
護

士
が
助
言
し
ま
す
。
お
気
軽
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

●‌�

日
時　
３
月
２３
日（
水
）

�

午
後
１
時
１５
分
～
４
時

●‌�

場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
研
修
室

●‌�

相
談
内
容　
財
産
・
相
談
・
土
地
・
金
銭
・

家
族
問
題
な
ど

●
費
用　
無
料

●‌�

予
約
方
法　
電
話
受
付
（
先
着
５
組
）

※‌�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の

た
め
、来
場
時
の
検
温
、マ
ス
ク
の
着
用
、

手
指
消
毒
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
‌�

中
山
町
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
協
会
事

務
局
（
志
田
）�

☎
６
６
２
‐
２
２
７
７

中
山
町
レ
デ
ィ
ス
グ
ラ
ウ
ン
ド

・
ゴ
ル
フ
大
会
参
加
者
募
集

●‌�
日
時　
４
月
２０
日（
水
）　
受
付
開
始
：
午

前
８
時
４５
分　
開
会
：
午
前
９
時

●‌�

場
所　
ひ
ま
わ
り
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
場

●‌�

内
容　
個
人
ゲ
ー
ム
２４
ホ
ー
ル（
８
ホ
ー

ル
×
３
コ
ー
ス
）の
合
計
打
数
で
競
い
ま
す
。

●‌�

参
加
資
格　
中
山
町
在
住
ま
た
は
在
勤
で

満
２０
歳
以
上
の
女
性

●‌�

参
加
費　
１
人
５
０
０
円

●‌�

そ
の
他　
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

各
自
傷
害
保
険
へ
加
入
し
て
く
だ
さ
い
。
年

間
使
用
券
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
１
日
使
用

券（
２
６
０
円
）を
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

●‌�

申
込
方
法　
参
加
申
込
書
に
参
加
費
を
添

え
て
総
合
体
育
館
窓
口
に
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。
参
加
申
込
書
は
総
合
体
育
館
に

用
意
し
て
い
ま
す
。
な
お
、グ
ラ
ウ
ン
ド
・

ゴ
ル
フ
協
会
会
員
に
つ
い
て
は
、
各
地
区

幹
事
が
取
り
ま
と
め
ま
す
。

●‌�

受
付
日
時　
４
月
６
日（
水
）※
当
日
限
り

午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
女
性
団
体
連
絡
協
議
会
事
務
局

�

（
女
団
連
）
☎
６
６
２
‐
２
２
３
５

　
女
団
連
会
長（
戸
田
）�☎
６
６
２
‐
２
２
９
８

�

（
午
後
５
時
以
降
に
お
願
い
し
ま
す
）

「
中
山
音
頭
」の
踊
り
練
習
会
に

�

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

　
女
団
連
は
「
中
山
音
頭
」
の
普
及
活
動
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
こ
で
、町
民
の
方
々

に
も
踊
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
定
期
的

に
練
習
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
お

気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
時　
３
月
３１
日（
木
）午
前
１０
時
〜
１１
時

●
場
所　
中
央
公
民
館　
大
ホ
ー
ル

●‌�

参
加
方
法　
当
日
直
接
会
場
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。
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ドライバーのみなさん 

道路の雪が溶けて走りやすくなってきたこと

から、スピードを出しすぎてはいませんか。 

法定速度をしっかり守って、安全運転を心がけ

ましょう。 

歩行者のみなさん 

道路を横断するときは、しっかり左右の確認を

し、車が来ていたら通り過ぎるまで待ちましょ

う。 

また、横断中も左右の確認をしながら渡りまし

ょう。 

 
●
●
●
そ
の
他
団
体
等
の
お
知
ら
せ
●
●
●

①
お
問
い
合
わ
せ
先

　
②
と
き

③
と
こ
ろ

　
④
内
容

　
⑤
対
象
・
定
員

⑥
費
用

　
⑦
申
込
方
法

　
⑧
そ
の
他

【‌�

２
０
２
２
年
度
国
家
公
務
員
「
国
税
専
門
官

採
用
試
験
」（
大
学
卒
業
程
度
）の
お
知
ら
せ
】

　

‌�

①
仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
研
修
係

（
☎
０
２
２
‐
２
６
３
‐
１
１
１
１ 

内
線

３
２
３
６
）、
人
事
院
東
北
事
務
局
（
☎

０
２
２
‐
２
２
１
‐
２
０
２
２
）　
②
第

１
次
試
験
日
…
６
月
５
日（
日
）　
④
仙
台

国
税
局
で
は
、
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
あ
ふ
れ

る
国
税
専
門
官
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
国

税
専
門
官
は
、
国
の
財
政
を
支
え
る
重
要

な
仕
事
を
担
い
、
税
務
署
等
に
お
い
て
、

調
査
・
徴
収
・
検
査
や
指
導
な
ど
を
行
う

税
務
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
す
。　
⑤
▼

平
成
４
年
４
月
２
日
〜
平
成
１３
年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
方　
▼
平
成
１３
年
４
月
２
日

以
降
生
ま
れ
で
次
に
掲
げ
る
方　
⑴
大
学

を
卒
業
し
た
方
お
よ
び
令
和
５
年
３
月
ま

で
に
大
学
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
方　
⑵

人
事
院
が
⑴
に
掲
げ
る
方
と
同
等
の
資
格

が
あ
る
と
認
め
る
方　
⑦
３
月
１８
日（
金
）

～
４
月
４
日（
月
）ま
で
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
か
ら
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
国
家
公

務
員
試
験
採
用
情
報N

A
V
I

（https://
w
w
w
.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.

htm
l

）

【�‌

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
の
開

催
に
つ
い
て
の
ご
案
内
】

　

‌�

①
山
形
税
務
署　
法
人
課
税
第
一
部
門

（
☎
６
２
２
‐
１
６
１
１ 

音
声
案
内「
２
」）　

②
４
月
２６
日（
火
）、
５
月
１２
日（
木
）、
６

月
７
日（
火
）　
午
前
１０
時
～
正
午
（
受
付

開
始
午
前
９
時
３０
分
）　
③
山
形
税
務
署　

２
階
Ａ
会
議
室　
④
山
形
税
務
署
で
は
、

事
業
者
の
方
を
対
象
に
、
消
費
税
の
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
多

く
の
事
業
者
の
方
に
関
係
の
あ
る
制
度
で

す
の
で
、
ぜ
ひ
説
明
会
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。
な
お
、
会
場
の
都
合
上
、
席
に
限
り

が
あ
り
ま
す
。　
⑤
２０
名　
⑦
①
へ
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。　
⑧
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（https://w

w
w
.nta.go.jp

）

ま
た
は
下
記
の
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
、「
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
特
設
サ
イ
ト
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【‌�

ひ
ま
わ
り
温
泉
ゆ・
ら・
ら
入
浴
回
数
券
に

有
効
期
限
を
設
け
ま
す
】

　

‌�

①
ひ
ま
わ
り
温
泉
ゆ・ら・ら（
☎
６
６
２

‐
５
７
７
７
）　

④
ひ
ま
わ
り
温
泉

ゆ・ら・ら
の
入
浴
回
数
券（
大
人
券
の
み
）

に
つ
い
て
、
令
和
４
年
４
月
１
日
販
売
分

か
ら
１
年
間（
購
入
し
た
翌
年
同
月
の
末

日
ま
で
）の
有
効
期
限
を
設
け
ま
す
。【
例
】

令
和
４
年
４
月
５
日
購
入
→
令
和
５
年
４

月
３０
日
ま
で
有
効

保健カレンダー ※保健事業に関するお問い合わせ先

※各事業については、新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更になる場合があります。

健康福祉課　健康づくりＧ　☎６６２−２８３６

事　業　名 日　時 場　所 対　象　者　等

１歳６か月児健診
４／６（水）
対象者には個別
通知でお知らせ
します。

保健福祉
センター
検診ホール

令和２年７月～９月生まれのお子さんと前回
欠席のお子さん
●持ち物　‌�母子手帳、問診票、「健やか親子

２１」質問票、交換用おむつ、バス
タオル、新型コロナ対策問診票

パ パ マ マ 教 室
４／８（金）
対象者には個別
通知でお知らせ
します。

保健福祉
センター
２階会議室

令和４年７月～９月に出産予定の方（配偶者
も一緒に参加できます）
※�転入等で個別通知がなかった方は至急ご連
絡ください。

●持ち物　母子手帳、筆記用具

　道路の雪が溶けて走りやすくなってきたことから、スピー
ドを出しすぎてはいませんか。
　法定速度をしっかり守って、安全運転を心がけましょう。

ドライバーのみなさん

　道路を横断するときは、しっかり左右の確認をし、車が来
ていたら通り過ぎるまで待ちましょう。
　また、横断中も左右の確認をしながら渡りましょう。

歩行者のみなさん
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町の魅力を再発見！　
　中山町には、魅力的な場所やもっと知ってほしい良いモノなどがたくさんあります。
　このコーナーでは、そんな町の魅力をお知らせしていきます。 アイ

ラブ

Vol.67
ＩＩ

な
か
や
ま
保
育
園

な
か
や
ま
保
育
園

表表

裏裏

な
が
さ
き
幼
稚
園

な
が
さ
き
幼
稚
園

　中山町食生活改善推進協議会は、地域の皆さんが健康な生活を送るための一助となるよう、
健康的な食生活について学び、知識の普及に努めている団体です。
　中山町食生活改善推進協議会では、毎年、ながさき幼稚園となかやま保育園に出向いて食育
事業を行っています。コロナ禍で食生活改善推進
員の活動が縮小される中、推進員として何ができ
るのかを考えたときに、子どもたちが健やかに成
長できる支援ができればとの思いから、幼児向け
に手作りのランチョンマットを作成しました。
　幼少期の食生活の乱れが将来の生活習慣病につ
ながります。ランチョンマットを家庭でも活用し、
規則正しい生活習慣を身につけましょう（ランチョ
ンマットは、食育事業を実施した年長児にのみ配
付しています）。

　ランチョンマットは両面カラー印刷
で、表面には赤・緑・黄に分けた食品、
裏面には主食・主菜・副菜・汁物に果
物や牛乳を加えることなど、イラスト
や写真を多く用いて、バランスのよい
食事を子どもでもわかりやすいように
紹介しています。

幼稚園・保育園での食育事業幼稚園・保育園での食育事業

ランチョンマットで楽しく学ぼうランチョンマットで楽しく学ぼう
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スポーツとフルーツ　伸びゆく町　なかやま

NAKAYAMA TOWN INFORMATION
ご意見用メールアドレス
　こちらの二次元コードから
　取得できます。
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再生紙・植物油インキを使用しています。


